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　令和３年度淡路支部定期総会におきまして、支部長に再任されました瀧岡と申し
ます。今期も、皆さまのご協力と助言をいただきまして、３０年の経験を活かし誠
心誠意努めて参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。　
　未曽有のコロナ禍により令和２年度の支部行事は、すべて中止となりました。今
年度も未だ先が見えない状態ですが、皆さまの健康を第一に考え少しずつ状況を見
ながら、再開したいと思っております。３年前からの要望であった支部会費は、前
年度より廃止となり会員の皆さまに少しでも還元できれば幸いです。
　支部の取り組みとしまして、本会の研修部よりご協力をいただき、会員の業務能
力向上のため研修会の実施や、市民の皆さまに行政書士を知っていただくための行
政書士制度の広報活動として、官公署へのパンフレット・広報月間のポスター等の
掲示、市民の皆さまへの貢献活動である無料相談会の充実を目指し、今後も支部会

員の能力の研鑽に努めて参ります。
　現在、会員数が４９名ですが高齢化のため退会会員も毎年増加しており、新入会員の方々には積極的に、支
部運営に協力をいただければ幸いです。支部ホームページの閲覧（行政書士会淡路支部にて検索）、フェイスブッ
ク、メール等、会員相互の情報交換の場として皆さまのご意見を取り入れ、会員間の交流の輪が広がるよう、
支部運営に力を尽くして参りますので、皆さまのご支援とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
　コロナ変異株が増え続ける中、毎日のマスク生活で不便の多い今日ですが、一日も早い新型コロナウイルス
感染症の終息と、皆さまのご健康をお祈り申し上げます。

　兵庫県行政書士会淡路支部広報誌の発刊にあたり、淡路市を代表してご挨拶を
申し上げます。
　皆様方には日頃から、行政組織と一般市民、住民の情報の共有と相互連携の架
け橋として、法律上の各種課題の解決、起業等にかかる書類作成に至るまで、多
方面にわたる業務にご精励をいただき、深く感謝と敬意を表します。
　また、世界的パンデミックの新型コロナウイルス禍にあって、本市の支援策な
どに関する情報提供等にもご尽力をいただき、重ねて厚く御礼を申し上げます。
　淡路市は、津名郡旧５町（津名、淡路、北淡、一宮、東浦）が合併をして１６年、
危機的財政状況から出発し、夫々の課題を解決しながら量よりも質を高める行政
サービスを目指し、身の丈に合った市政運営を行ってきました。
　そのために行財政改革を断行し財政再建を図り、積極的な企業誘致の推進によ
り、市外から２９社を立地し、雇用の創出、地域経済の活性化に繋げてまいりました。
　また、不効率な地形課題をダブルスタンダードの施策展開により、自然豊かな観光資源あふれる淡路島のゲー
トシティを目指し、ワクワク感の有る「世界的観光立島淡路市（島）」の実現に近づけ、日本遺産認定へと繋
ぎました。これらは、西海岸（西浦）の飲食施設、東海岸（東浦）の観光施設の展開にも繋がっています。
　これらの事が、２０１９全国ブランド（魅力度）ランキング６４位に評価されました。１１３年前、淡路島
に鐘紡の工場が設置され、１市１０町の素地ができたように、今、３市の時代にあって、新たな風が淡路市、
北淡路に吹いています。北淡路土地改良区国営パイロット事業の新展開、加速する新たな企業誘致等です。
　市のスローガンは、未来へ繋ぐ輝く淡路市「新時代の淡路へ」。マニフェストは、「いつかきっと帰りたくな
る街づくり」の更なる推進です。目標は、「１新たな観光都市の環境整備」「２継続維持可能な市行政の更なる
推進」「３夢のある安全安心で快適な街づくり」です。
　これらの事の実現は、自分だけ自分達だけの視点からは生まれません。チーム淡路市、オール淡路島の公的
視点が重要です。その指導的役割、「頼れる市の法律家」としての行政書士の皆様方のお力添えが不可欠です。
我々行政と共に市民と情報を共有し相互連携を図りながら、淡路島地域の更なる発展を祈念いたします。
　今後の、兵庫県行政書士会淡路支部の益々のご発展を心よりご祈念申し上げ、市を代表してのご挨拶とさせ
ていただきます。宜しくお願いいたします。

淡路市長

門 康彦



　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
毎年10月に開催しております行政書士会・司法書士会・土地家屋調査士会の三士会
での法の日無料相談会については、今年度も中止いたします。

　また、毎月淡路県民局で開催しております市民無料相談会についても、当面の間中止
いたします。状況をみて安全な再開ができると判断できた場合は、ホームページ等にて
告知し再開いたします。なお、具体的な再開時期については、現在のところ未定です。

　相談を希望されていた皆さまにはご不便をおかけいたしますが、感染拡大防止の趣旨
をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

　令和3年 4月 17日（土）午後2時 45分より、洲本市文化体育館にて令和3年度淡路支部定期総会が開催さ
れました。
　船越健司会員司会による開会の辞の後、物故者川端英雄会員に黙祷を捧げました。続いて、司会者から祝電の
披露、瀧岡光子支部長による開会の挨拶がありました。司会者から引き続き新入会員の紹介、支部会員総数48
名中 34名（うち委任状出席26名）の出席がある旨の報告があり、その後議長選出に移り、泰地昭男会員が選
出されました。議事に先立ち再度定足数の確認が行われ、定足数を満たし総会は有効に成立するとの宣言があり、
記録人及び議事録署名人を選出し、議案審議に入りました。

　今回審議された議案は、次の通りです。
　第1号議案　令和2年度 会務及び事業報告　同承認の件
　第2号議案　令和2年度 会計報告・監査報告　同承認の件
　第3号議案　令和3年度 事業計画案 同承認の件
　第4号議案　令和3年度 収支予算案 同承認の件
　第5号議案　役員改選の件
　第6号議案　その他建議事項

　1号から6号議案まで、泰地議長の取りまとめのもと、審議は円滑かつ
迅速に進行し、すべての議案について異議なく承認可決され、無事に総会
を終了しました。

　今年度も昨年度と同様、新型コロナウイルス感染防止のため、必要最小
限の人数と時間での開催となりました。

令和3年度淡路支部定期総会 三木 秋穂
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市民の皆さまへ
　法律を専門とする国家資格者の中でも、特にはば広い業務をこなし、皆さまの暮らしに密着した法
務サービスを提供するのが、私たち行政書士です。官公署に提出する書類だけでなく、法律上の権
利に関わる書類や事実を証明するための書類を作成し、またそのための相談もお受けします。
　「まごころ」を花言葉に持つコスモスが、行政書士のシンボルです。私たちは、皆さまの暮らしの中
で起こる様々な法律上の「困りごと」の解決を、まごころをもって、お手伝いいたします。

際結婚をしたい国
　外国人が日本人や永住者と結婚
し、適法に日本で在留する為には、
婚姻手続に加えて、「日本人の配偶
者等」や「永住者の配偶者等」の在留
資格が必要となります。このように、
外国人が日本国内において在留を希
望する場合、活動内容もしくは身分
関係によって在留資格が必要で、
様々の種類の資格とそれに応じた要
件があります。
　行政書士は、外国人の在留やその
他日本で適法に活動するために必要
な申請手続について、お手伝いいた
します。なお、入国管理局への取次
は、申請取次行政書士が行います。

通事故に遭った交
　交通事故でケガをしてしまった場合、治療
費、休業損害、後遺障害等の問題が生じます。
このような交通事故による人的損害を公平・
迅速に補償する制度が自賠責保険です。自
賠責保険の請求には様々な資料や書類が必
要ですが、適正な補償を受けるためには専門
的な調査が必要となるケースがあります。
　行政書士は、後遺障害に関する調査をは
じめ、自賠責保険に関する資料収集や書類
作成をお手伝いします。また、示談成立後
の示談書等、各種書類を作成します。

ーリングオフをしたいク
　売買契約等でクーリングオフの定めがあ
る場合、内容証明郵便によってクーリング
オフを行い、契約を解除することができま
す。内容証明は、差出人と日付を明示した
文書を作成し、郵便局に謄本を保管するこ
とで、相手にどのような内容の文書が差し
出されたかを証明する書類です。行政書士
は依頼に基づき、法的効力のある内容証明
の文書を作成します。

に家を建てたい畑
　田畑になっているところに、家を建てる
には、農地転用 の許可（届）申請をする必
要があります。農地転用とは、農地とされ
ている土地を、住宅地、工場用地、道路、
駐車場などの目的で使用する土地に変更す
ることです。また、農地を売買する場合も、
許可が必要となります。このほかにも里道・
水路の用途を廃止したり買い受ける時も許
可が必要です。行政書士は、このような土
地等に関する各種申請手続を行います。

業を継ぎたい家
　お店や会社を引き継ぐとき、事業の種類に
よっては、事業主等の変更申請や事業承継
の届出が必要となったり、新たに許可申請が
必要となる場合があります。事業主の方が亡
くなったときは、相続手続も併せて考える必
要が生じることもあります。
　行政書士は、依頼に基づき、必要書類の
作成、手続等を通して、事業承継のお手伝
いをいたします。

言書を作りたい遺
　遺言書には本人が自ら手書きで作成する
「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公
正証書遺言」、遺言内容を秘密にする「秘
密証書遺言」があります。遺言書には 法律
で決められた効力があり、遺留分減殺請求
権など相続人の権利も配慮して作成すべき
場合があります。行政書士は、依頼に基づき、
公正証書遺言の原案作成、証人の就任等に
よって遺言者の支援を行います。

続について知りたい相
　財産相続では、遺言書がないときは、
原則として相続人全員が書類により合意し
た文書に基づき、手続が進められます。行
政書士は、依頼に基づき、遺産分割協議
書・財産目録・相続関係説明図といった
必要書類を作成し、またそのために必要と
なる様々な調査も行います。（不動産登記
関係書類、税務関係書類、法的紛争が発
生している場合の書類を除きます）

かしこく　　 婚したい離
　離婚が決まるまでの道のりは、非常に大
きなエネルギーがいるものです。しかも慰
謝料の額や支払い方法、子供の養育費や
面会交流、財産分与など、思った以上に考
えなければいけないことが山積みです。離
婚の示談が成立しても、どうやって約束事
を相手に守って貰えるかも心配です。行政
書士は、離婚協議書の作成を行うとともに、
必要な支援を行います。（当事者の身辺調
査、示談の代理は行いません）

おひとり様で　　 後が心配老
　財産のこと、暮らしのこと、健康のこと、
気がかりなことはたくさんあるけれど、誰に
相談してよいかわからない、という方も多い
のではないでしょうか。自分自身で財産管理
や様々な手続等が難しくなったときの備えと
して、任意後見契約があります。行政書士は、
相談に基づいて、任意後見契約に関する書
類作成等により「おひとりさま」の老後の安
心のため、お手伝いをいたします。

　外国人が日本国籍を取得するには、「帰化許可
申請」が必要です。帰化許可申請には、一定の
要件を満たしていることが必要で、在留資格や家
族構成、就業状況等により、必要な証明書類や作
成書類が異なります。また、日本で永住を希望す
る場合には、入国管理局で永住許可申請をしま
すが、この申請でも在留資格や在留状況等によっ
て異なる様々な要件があり、それに応じた証明書
類や作成書類が必要です。行政書士は、国籍や
永住に関すること、また、渉外手
続（国際結婚や離婚、相続、養子
縁組等）について、専門知識で外
国人の方のお手伝いをいたします。

本国籍をとりたい
日本で永住したい日
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桜　井　智　也 淡路市野島蟇浦127番地４

淡路市志筑3111番地67

さくらい ともや

656-1721
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090-5046-9217
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0799-62-3206

（令和３年８月３１日現在 ４９名）

501 6 0799-70-7283
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かわばた ひでき

洲本市塩屋1丁目1番17号656-0021 0799-25-3230武　田　　  茂
たけだ しげる



南あわじ市神代地頭方1264番地656-0456 0799-20-5333

洲本市物部1丁目18番40号656-0051 0799-24-0640

谷　口　直　美
たにぐち なおみ

南あわじ市阿那賀1524番地1656-0661 0799-20-1197中　尾　美　和
なかお みわ



支部長

瀧岡光子

副支部長

都博志

副支部長

大住勝宏

理事会計

船越健司

理事総務

樋口正一
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理事企画

宮崎宏明

理事業務

安田知孝

理事会員
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理事非行政
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理事綱紀

本会理事

山口昌志
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理事幹事

岩井威

理事幹事

桜井智也

監事

本会監事 本会綱紀委員 本会選挙管理委員 本会通信員

監事

泰地昭男

宮崎正行

濱口雄裕

相談役

今田忠一

相談役・本会副会長

井筒好信

令和 3年度兵庫県行政書士会淡路支部および兵庫県行政書士会（本会）役職

大住勝宏 瀧岡光子 山口昌志 三木秋穂

　行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の

繁栄進歩に貢献することを使命とする。

1. 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

2. 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

3. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

4. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

5. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
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